
[日 時] ▶▶▶ 6月15日（金）　18：30～20：30

 ▶▶▶ 渋谷区立勤労福祉会館　２階
         渋谷駅から徒歩８分　（東京都渋谷区神南1-19-8）

[会 場]

出産・育児によるハラスメントがない社会へ 勝利判決をめざす 決起集会	

参加費　無料	

　＊男性、お子様連れての	

　参加も歓迎！	

主催：�

原告Aさんのケース 
「契約社員は、本人が希望する場合は正社員への契約再変更が前提です」
と書かれた書類と共に「キャリアをつなぐための制度」と社長から説明さ
れ、Aさんは「正社員に戻れる前提なら、、、」と、育休終了日に示され
た雇用契約書（週３日勤務）にサイン。その後、社長はAさんを正社員に
戻すことなく、職場から排除するように雇い止め。正社員給与48万円 → 
契約社員10万6千円 → 雇い止め 収入ゼロ円の道。会社のこのやり方は、
合法なのか。均等法•育介法は、私たちを守ってくれるのか。この「育休
切り」の手法を阻止できるか。裁判所の判断は。日本では、なぜ、出産し
た女性が職場に戻れないのか。真の女性活躍とは。 
● 経過報告 
● 原告と弁護団によるトーク　 
　　圷　由美子、雪竹　奈緒、橋本　佳代子、出口　かおり、 
　　辻　亜希子、上田　貴子　弁護士 
● ゲスト 
「働く女性とマタニティ•ハラスメント」著者 埼玉学園大学准教授 杉浦浩美さん、 
　マタハラNet代表 宮下浩子さん、 
　均等待遇アクション21 柚木康子さん 他 

子どもを産んでも
働き続けられる会社に！

いよいよ判決！	9月11日	611号法廷	

出産・育児によるハラスメントをなくす会	

03(6907)2020  info@w-union.org 

問い合わせ・取材依頼	



ー 私の仕事返して。 
原告 

出産・育児によるハラスメントがない社会へ！ 
　　　　　　子どもを産んでも働き続けられる会社に！ 
  

♦︎語録♦︎
＃マタハラ … 出産・育児を理由としたハラスメントで 
                    日本で生まれた言葉。
＃育休切り … 産休育休は取らせるが、その後、解雇し
　　　　　　  たり無理難題を突きつけ自己都合退職さ
                    せ、職場復帰させないこと。
＃女性活躍 … 日本の女性管理職が少ないことから、政
                    府が2020年までに女性管理職を30％に
                    すると掲げた。
＃マミートラック … 「母」を昇格ルートから外す扱い。
＃おしろい企業 … 実態はブラックだがホワイトに見せ
                          かけている企業。
#均等法＆育介法 … 妊娠･出産･育休を理由とした不
　　　　　　　　　  利益取り扱いを禁じている。

　	◆主な時系列	

　　　	2008年 	正社員として入社	

　					2012年 	妊娠報告後、メイン業務から外される	

							2013年					出産　産休・育休取得	

　					2014年 	保育園に落ち待機児童に。育休延長。	

　　　　　　　　　同時に育休明け社員専用の契約社員制度が作られる。	

　　　　　　　　　＊「契約社員は正社員への契約再変更が前提」の記載あり	

　この間、就業規則に則り、3カ月の休職を申し出るも会社は拒否。	

　								9月　　	育休終了日、面談当日に用意されていた労働契約書　	

	（週3日勤務、契約社員契約）に署名。	

　	　　		同月	　　保育園を見つけ、正社員への復帰を希望。会社拒否。	

　　　 	労働局へ相談。	

　							10月　				女性ユニオン東京	加入	

　		10月-11月　 	社長や上司から業務改善指導書や警告書が大量に交

	付され、署名を迫られる。計19通	

　		2015年5月 	会社から、Aさんに対し労働審判申立て	

　　		　　7月 	会社が申立取下げ	

　　		　　9月　 	会社は契約期間が満了したと、Aさんを雇止め。	

　　		9月12日　 	会社から東京地裁に訴訟提起	

　　	10月22日	 	Aさんも原告として訴訟提起		

　　　　　　　　　厚生労働省にて記者会見	

2016年9月26日	 	原告の記者会見が名誉毀損にあたるとして、会社

	からAさんに損害賠償請求	訴訟提起。	

	（会社→Aさん個人に対する3件目の提訴）	

2017年11&12月	　　証人尋問	

2018年2月27日　			結審	

2018年9月11日 	判決（予定）　	

info@w-union.org MAIL	

育休取得率10０％、正社員復帰率０％
の企業の実態。(期間：社長就任 ～ 証人尋問まで 該当者４名) 

 
 
　妊娠前は、楽しみながらも必死に働いてきました。仕事
と会社が大好きでした。育休中には、直属の上司から
「戻ってきたら活躍してもらいたいミッションが、たくさ
ん待っているはずです!!」とメールをいただき、私もでき
るだけこれまでと同じように働くつもりでした。そのため、
妊娠中に実家の近くに引っ越し、職場に迷惑をかけないよ
う準備も進めていました。しかし育休中に社長が交代する
と、「育児しながらキャリアをつなげることができるよう、
育休明け正社員だけが選択できる週3日から働ける契約社
員制度を作った。契約社員は正社員に戻ることが前提」と
説明がありました。私は「正社員復帰が前提なら」と考え、
週３日勤務の労働契約書に署名しました。しかし、保育園
を見つけ、正社員に戻りたいことを伝えると、30分後に
「正社員への契約変更は考えていません。」と社長から
メールがありました。「まさか」と思いました。まもなく
して、9/6～10/22付の業務改善指導書が10/22に16通ま
とめて交付され、３日に渡って署名するように社長から迫
られました。また、私が情緒不安定であるという噂を流さ
れたりと、苦痛を味わいました。その後、会社は『契約社
員は１年契約だから』と雇止めし、私は簡単に職を失うこ
とになりました。このような形で会社からキャリアリセッ
トを強いられるとは思ってもいませんでした。会社は「育
児のバックアップ体制が整っていない」とか、私が正社員
に戻れると「安易に思い込んだにすぎない」などと主張し
ています。収入が絶たれたことへの不安もありますが、そ
れよりも、「仕事」というやりがいが、私の生活からなく
なってしまったことが、残念でなりません。この裁判に共
感してくださる方のご声援がとても励みになります。お気
軽にお立ち寄りください。 

育休中に会社を訪問。当時の上司とふれあうAさんの娘。あれから5年。
Aさんのキャリアは奪われ続けている。 


